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は　じ　め　に

　少子・高齢化が急速に進展する中で、産業・経済の活力を維持するためには新

規学校卒業者を中心とした若年労働力を確保することが重要な課題となっており

ます。 

　このことから、 新しい事業の展開や発展を目指す企業にとっては、 新規学校卒

業者を積極的かつ安定的に確保することが必要不可欠であり、 長期的展望を踏ま

えた的確な採用計画の樹立と適正な募集・採用活動を行うことは重要な事項であ

ると言えます。 

　各企業におかれましては、既に新規学校卒業者の募集の準備に取りかかられて

いることと存じますが、生徒・学生は心身の成長期にあるとともに、『就職』と

いう人生の最も大切なスタートに立っていることを十分ご認識いただき、的確な

採用計画に基づく正しい求人手続とルールに従った募集活動を行っていただきま

すようお願いいたします。 

　また、採用・選考に際しましても、応募者の持つ適性と能力がその職務に適合

するかどうかなど総合的に評価するという観点にたって、基本的人権尊重の精神

を根底にすえた公正・公平な採用選考を実施していただきますよう併せてお願い

いたします。 

　本冊子は、新規学校卒業者の募集・採用にあたって、是非ご承知いただきたい

事項や雇用管理の基本的事項の一部をとりまとめたものです。ご活用いただけれ

ば幸いに存じます。 

　　　令和６年３月

福　　井　　労　　働　　局

ハローワーク（公共職業安定所）
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令和７年３月　新規学校卒業予定者の求人取扱等一覧表

中 学 校 高 等 学 校 大学・短大・高専・専修

求
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申

込
・
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等

使 用 す る

求 人 申 込 書
中 卒 用 求 人 票

求人申込書（高卒） 求人申込書（大卒等）

ハローワークインターネット
サービスから仮登録が可能
（６月１日から仮登録可能）

P63、64参照

ハローワークインターネット
サービスから仮登録が可能
（２月１日から仮登録可能）

P31、32参照

求人申込み開始期日 ６月１日以降 ６月１日以降 ２月１日以降

求 人 票 の 返 戻 ７月１日以降 ７月１日以降
２月１日以降

（公開は４月１日以降）

申 込 先 求人事業所管轄安定所 同 左 同左および学校

他 地 域 へ の

求 人 連 絡

７月１日以降、
安定所が連絡する

７月１日以降、求人
者が学校及び学校管
轄安定所へ送付する

求人者が送付する

紹 介 ・ 推 薦
12月１日以降、
安定所が紹介する

９月５日以降、（到着日）
学校が推薦紹介する

原則として６月１日以降、
学校が推薦紹介する

応 募 書 類 全国統一中学校職業相談票（乙） 全国高等学校統一応募用紙 各大学等の所定の様式

採用選考開始期日 12月１日以降 ９月16日以降

採用内定開始期日 12月１日以降 ９月16日以降 10月１日以降

求 人 要 項
７月１日以降、
安定所に提出

７月１日以降、
求人票（写）に添えて
学校へ送付

原則として２月１日以
降受理する（ただし、
職業安定機関における
公開は４月１日以降）

学 校 訪 問
７月１日以降、
安定所に提出により

７月１日以降

卒業・修了前年度３月
１日より前は、学内及
び学外で企業が実施す
る採用選考のための「企
業説明会」に対して会
場提供や協力を行わな
い。

文 書 募 集 禁 止
卒業前年の７月１日以降
条件付きで出来る

家 庭 訪 問 禁 止 同 左 同 左

※ハローワークインターネットサービス　URL　https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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